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（目的）

第１条 この規則は、東京大学大学院学則（以下「学則」という。）中、各研究科において定めるように規定さ

れている事項及び東京大学大学院数理科学研究科（以下「本研究科」という。）において必要と認める事項に

ついて定めることを目的とする。

２ 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、本研究

科教育会議（以下「教育会議」という。）及び専攻会議の議を経て、これを定める。

（教育研究上の目的）

第１条の２ 本研究科は、数学・数理科学に関する体系的な知識と高度な研究能力を修得し、数学・数理科学の

諸分野において、第一線で活躍する研究者、ならびに数学・数理科学の幅広い素養と専門的な判断力を身に

つけ、社会の広範な領域で新しい時代を担う人材を育成し、国際的な視野に立って高度な数学・数理科学の

文化を醸成して社会の発展に資することを目的とする。

（学期）

第２条 学年を２学期に分ける。

２ 各学期の期間は、学則第４１条第３項により別に定められるところによる。

（修士課程の修了要件）

第３条 修士課程の修了要件は、学則第５条第１項の定めるところによる。ただし、在学期間に関しては、優れ

た業績を上げた者については、特例として１年以上在学すれば足りるものとする。

２ 前項のただし書の特例の適用に関し必要な事項は、別に定める。

（博士後期課程の修了要件）

第４条 博士後期課程の修了要件は、学則第６条第１項の定めるところによるものとし、本研究科で定めた所要

科目を 単位以上修得しなければならない。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者に

ついては、特例として次の各号に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。

修士課程に２年以上在学し当該課程を修了した者 １年

前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者

修士課程における在学期間を含めて３年

学則第 条第２項第７号及び第８号の規定により入学した者 １年

（特別審査）

第５条 教育会議は、前条のただし書の特例を審議するときは、第６条の特別審査委員会を設け、その審査に当

たるものとする。

２ 前項の特別審査については、専攻長より教育会議に提議するものとする。

（特別審査委員会）

第６条 特別審査委員会は、本学学位規則第７条に定める審査委員会のほかに研究科長の指名する必要な審査委

員若干名を加えたものとする。

（教育課程）

第７条 専攻の授業科目の履修及び単位については、別表の定めるものの他、毎年度の必要に応じて教育会議の

議を経て、別に定めるところによる。

２ １授業科目の単位数は、１５時間の授業時間をもって１単位とする。

３ 学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する

旨申し出たときは、学則第２条７項に定めるところにより、教育会議の議を経て、これを認めることができる。

細則については別に定める。

（履修方法）

第８条 学生は、指導教員の指示によって授業科目を履修し、必要な研究指導を受けるものとする。
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第９条 修士課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を履修した場合は、これを修士課

程の単位とすることができる。ただし、学部及びグローバル教育センターの科目については、合わせて８単位

を限度とする。

学部及びグローバル教育センターの科目

他の研究科の修士課程の科目

第 条 博士後期課程においては、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる科目を履修した場合は、これを博

士後期課程の単位とすることができる。

修士課程の科目

他の研究科の科目

２ 修士課程において修了に必要な単位を超えて取得した単位は、指導教員の許可を得て博士後期課程の単位数

に加えることができる。ただし、 単位を限度とする。

（他の大学の大学院又は研究所等における研究指導）

第 条 学則第 条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、教

育会議の議を経て、これを許可するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定め

る。

（履修科目届・受験届）

第 条 学生は、授業科目を履修しようとするとき又は履修した授業科目について単位を取得しようとするとき

は、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。

（試験）

第 条 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、担当教員は、平常の成績又は報告をもって試験に代えるこ

とができる。

２ 前項のほか、特に必要な場合は、教育会議の議を経て、追試験を行うことができる。

（学位論文）

第 条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を研究科長に提出するものとする。

（最終試験）

第 条 最終試験は、所要科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文を提出した者につい

て行う。

２ 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ発表する。

（学位の授与）

第 条 学則第５条第１項に定める修了要件を満たした者には、修士（数理科学）の学位を授与する。

第 条 学則第６条に定める修了要件を満たした者には、博士（数理科学）の学位を授与する。

（入学資格）

第 条 修士課程に入学することのできる者は、学則第 条第１項各号（第８号括弧書に規定するものを除

く。）の定めるところによる。

２ 博士後期課程に入学することのできる者は、学則第 条第２項各号の定めるところによる。

３ 前２項の場合において、学則第 条第１項第８号並びに同条第２項第７号及び第８号に規定する資格要件を

認定する基準は、別に定める。

（再入学）

第 条 修士課程又は博士後期課程を中途退学した者で、当該課程に再入学を志願するものについては、学年の

初めに限り、教育会議の議を経て、入学を許可することができる。

２ 再入学者の修業年限等は、教育会議の議を経て定める。

（転入学）

第 条 学則第 条に定める転入学の受入れについては、別に定める。

（特別研究学生）

第 条 学則第 条に定める特別研究学生の受入れは、当該学生の所属する大学の大学院又は研究科の申請に基

づき、教育会議の議を経て、これを許可するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

（大学院研究生）

第 条 大学院研究生については、学則及び東京大学大学院研究生規則によるもののほか、その取扱いの細目に

ついては、本研究科において別に定める。

附 則

この規則は、平成４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成８年４月１日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。

２ 平成８年３月 日以前に第１種課程の修士課程又は第１種博士課程に入学し、引き続き在学する者について

は、平成８年４月１日から修士課程又は博士後期課程に所属するものとする。
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附 則（平成 年７月 日東大規則第 号）（抄）

１ この規則は、平成 年７月 日から施行し、改正後の東京大学大学院学則の規定は、平成 年４月１日から

適用する。

東京大学大学院数理科学研究科規則の一部を次のように改正する。

（省略）

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月 日から施行する。

附 則（抄）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

東京大学大学院数理科学研究科規則の一部を次のように改正する。

附 則（抄）

１ この規則は、平成 年４月１日から施行する。

東京大学大学院数理科学研究科規則の一部を次のように改正する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年６月 日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年９月１日から施行する。

附 則 平成 年 月 日東大規則第 号

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則 平成 年 月 日東大規則第 号

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年６月 日から施行する。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和 年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、令和 年４月１日から施行する。
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別表 数理科学研究科数理科学専攻授業科目表

修 士 課 程 博士後期課程

授業科目
単 位 数

授業科目 単 位 数
選択必修 選 択

研 究 倫 理 Ⅰ 研 究 倫 理 Ⅱ

代 数 幾 何 学 ２ 数 理 科 学 講 究 Ⅰ ６

整 数 論 ２ 数 理 科 学 講 究 Ⅱ ６

保 型 関 数 論 ２ 数 理 科 学 講 究 Ⅲ ６

解 析 数 論 ２ 数理科学特別演 習Ⅰ ６

応 用 代 数 学 ２ 数理科学特別演 習Ⅱ ６

数 理 代 数 学 概 論 Ⅰ ２

数 理 代 数 学 概 論 Ⅱ ２

微 分 幾 何 学 Ⅰ ２

微 分 幾 何 学 Ⅱ ２

位 相 幾 何 学 Ⅰ ２

位 相 幾 何 学 Ⅱ ２

大 域 解 析 学 ２

複 素 多 様 体 ２

力 学 系 ２

大 域 幾 何 学 概 論 ２

線 形 微 分 方 程 式 論 ２

ス ペ ク ト ル 理 論 ２

代 数 解 析 学 ２

関 数 解 析 学 ２

確 率 解 析 学 ２

基 礎 解 析 学 概 論 ２

代 数 構 造 論 Ⅰ ２

代 数 構 造 論 Ⅱ ２

群 構 造 論 ２

リ ー 環 論 ２

無 限 次 元 構 造 論 ２

複 素 解 析 学 特 論 ２

表 現 論 ２

数 理 構 造 概 論 ２

非 線 形 数 理 ２

確 率 過 程 論 ２

数 値 解 析 学 ２

数 理 統 計 学 ２

制 御 数 学 ２

大 規 模 行 列 計 算 論 ２

数 理 解 析 学 概 論 ２

数 理 論 理 学 ２

数 学 基 礎 論 ２

情 報 理 論 ２

計 算 数 学 ２

組 合 せ 論 ２

離 散 数 理 学 概 論 ２

ア ク チ ュ ア リ ー 数 理 ２

非 線 形 解 析 学 ２

数 学 史 ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅰ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅱ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅲ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅳ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅴ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅵ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅶ ２

基 礎 数 理 特 別 講 義 Ⅷ ２

応 用 数 理 特 別 講 義 Ⅰ ２

応 用 数 理 特 別 講 義 Ⅱ ２

応 用 数 理 特 別 講 義 Ⅲ ２
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応 用 数 理 特 別 講 義 Ⅳ ２

応 用 数 理 特 別 講 義 Ⅴ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅰ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅱ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅲ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅳ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅴ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅵ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅶ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅷ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅸ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 Ⅹ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅠ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅡ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅢ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅣ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅤ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅥ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅦ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅧ ２

数 理 科 学 特 別 講 義 ⅩⅨ ２

数理科学総合セミナーⅠ ８

数理科学総合セミナーⅡ ８

数理科学基礎セミナーⅠ ８

数理科学基礎セミナーⅡ ８

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅰ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅱ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅲ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅳ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅴ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅵ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅶ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅷ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅸ ２

数 理 科 学 広 域 演 習 Ⅹ ２

数 理 科 学 演 習 Ⅰ ４

数 理 科 学 演 習 Ⅱ ４

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅰ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅱ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅲ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅳ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅴ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅵ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅶ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅷ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅸ ２

統 計 財 務 保 険 特 論 Ⅹ ２

統計財務保険特論ⅩⅠ ２

統計財務保険特論ⅩⅡ ２

統計財務保険特論ＰⅠ ２

統計財務保険特論ＰⅡ ２

社 会 数 理 特 別 講 義 Ⅰ ２

社 会 数 理 特 別 講 義 Ⅱ ２

統 計 財 務 保 険 演 習 Ⅰ ２

統 計 財 務 保 険 演 習 Ⅱ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅰ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅱ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅲ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅳ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅴ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅵ ２
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(2) 数理科学研究科授業科目表

数数理理科科学学専専攻攻修修士士課課程程

科目

番号 職 名 氏    名
講
義

演
習

実
験

代 数 幾 何 学 教  授 權　業　善　範 Ｓ

整 数 論 准教授 ケリー　シェーン Ｓ

保 型 関 数 論

解 析 数 論

応 用 代 数 学 教  授 高　木　俊　輔 Ａ

数 理 代 数 学 概 論 Ⅰ 教  授 志　甫　　　淳 Ｓ

数 理 代 数 学 概 論 Ⅱ

微 分 幾 何 学 Ⅰ 准教授 大　島　芳　樹 Ａ

微 分 幾 何 学 Ⅱ

位 相 幾 何 学 Ⅰ 准教授 逆　井　卓　也 Ｓ

位 相 幾 何 学 Ⅱ

大 域 解 析 学

複 素 多 様 体

力 学 系

大 域 幾 何 学 概 論 准教授 北　山　貴　裕 Ａ

線 形 微 分 方 程 式 論 准教授 伊　藤　健　一 Ｓ

ス ペ ク ト ル 理 論 教  授 木　田　良　才 Ａ

代 数 解 析 学

関 数 解 析 学 教  授 木　田　良　才 Ｓ

確 率 解 析 学 教　授 会　田　茂　樹 Ａ

基 礎 解 析 学 概 論 准教授 高　田　　　了 Ａ

代 数 構 造 論 Ⅰ 准教授 田　中　　　公 Ａ

代 数 構 造 論 Ⅱ

群 構 造 論 教　授 小　林　俊　行 Ｓ

リ ー 環 論

無 限 次 元 構 造 論 教  授 河　澄　響　矢 Ｓ

複 素 解 析 学 特 論 准教授 坂　井　秀　隆 Ｓ

表 現 論

数 理 構 造 概 論 教  授 酒　井　拓　史 Ａ

非 線 形 数 理 教  授 ウィロックス　ラルフ Ｓ

確 率 過 程 論 教  授 佐々田　槙　子 Ｓ

数 値 解 析 学 准教授 柏　原　崇　人 Ｓ

数 理 統 計 学 教  授 増　田　弘　毅 Ｓ

制 御 数 学

大 規 模 行 列 計 算 論

数 理 解 析 学 概 論 准教授 松　井　千　尋 Ａ

数 理 論 理 学

数 学 基 礎 論 　 教　授 酒　井　拓　史 Ｓ

情 報 理 論

計 算 数 学

自2024年４月
至2025年３月

授  業  科  目
担 当 教 員

学期
単位数

備考

数 物 先 端 科 学 Ⅶ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅷ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅸ ２

数 物 先 端 科 学 Ⅹ ２

社 会 数 理 先 端 科 学 Ⅰ ２

社 会 数 理 先 端 科 学 Ⅱ ２

社 会 数 理 先 端 科 学 Ⅲ ２

社 会 数 理 先 端 科 学 Ⅳ ２

数 理 科 学 特 論 Ⅰ １

数 理 科 学 特 論 Ⅱ １

数 理 科 学 特 論 Ⅲ １

数 理 科 学 特 論 Ⅳ １

数 理 科 学 特 論 Ⅴ １

数 理 科 学 特 論 Ⅵ １

数 理 科 学 特 論 Ⅶ １

数 理 科 学 特 論 Ⅷ １

数 理 科 学 特 論 Ⅸ １

数 理 科 学 特 論 Ⅹ １

数 理 科 学 特 論 ⅩⅠ １

数 理 科 学 特 論 ⅩⅡ １

数 理 科 学 特 論 ⅩⅢ １

数 理 科 学 特 論 ⅩⅣ １

数 理 科 学 特 論 ⅩⅤ １

数 理 科 学 特 論 １

１．修士課程においては，選択必修科目の中から４単位以上及び数理科学総合セミナーⅠ，Ⅱ 単位又は数理科学基礎セミナ

ーⅠ，Ⅱ 単位を履修しなければならない。

数理科学演習Ⅰ，Ⅱ８単位をもって数理科学総合セミナーⅡ又は数理科学基礎セミナーⅡに振り替えることができる。

２．博士後期課程においては，所要科目 単位以上を履修しなければならない。

数理科学特別演習Ⅰ，Ⅱはそれぞれ数理科学講究Ⅱ，Ⅲに振り替えることができる。

数理-6


